
②仕様書改定案（機能要件）に関するご意見

修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細

大分類

（反映する、反映しな

い、要検討）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（共有、意見照会、不

要）

対応内容 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など

個人住民税 0100757

④：機能分類変更（実

装必須→標準オプショ

ン/実装不可）

①：新規意見
特定親族所得更正処理時に特定親族特別控除の適用額の切替が自動でできること。

（実装必須機能）

特定親族所得更正処理時に特定親族特別控除の適用額の切替が自動でできること。

（標準オプション機能）
⑤：過剰な要件

法制度改正による対応であるが、自動切替は過剰な機能と考

える。

③：現行システムでは

使用していない機能
反映する 追加 意見照会

自動切替は過剰機能として、機能

ID0100757の自動の文言を削除し、新

規に機能ID0100780で標準オプション

として「自動切替」機能を追加する方

針について、ご意見をお願いいたしま

す。

①賛成

②反対

＜機能ID0100757の下に追加を想定＞

特定親族所得更正処理時に特定親族特

別控除の適用額の切替が自動でできる

こと。

賛成 賛成 自動切替機能は過剰な機能のため。 反対 正確な処理につなげるため、配偶者特

別控除の処理と同様に、実装必須機能

のままの方が良いと思う。

賛成 賛成 賛成 現状自動では変更していなく、配偶者

特別控除なども扶養者の賦課資料を優

先しているケースもあるため。

賛成 賛成 賛成 特になし 賛成 賛成 異論ございません。 賛成 控除額の自動切換えは過剰であり、操

作者の確認が漏れる可能性も生じると

考えるため。

賛成 賛成 賛成 全てを自動化ではなく、チェックした

結果を手動対応することの考慮も必要

と判断したため。

賛成 過剰要件と考えます。

概ね賛成のため、自動切替は過剰機能とし

て、機能ID0100757の自動の文言を削除

し、新規に機能ID0100780で標準オプショ

ンとして「自動切替」機能を追加いたしま

す。

個人住民税 0100759 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 ・特・特定親族特別控除及び特定扶養控除の変更による別障害者控除の変更による ・特別障害者控除の変更による ⑧：業務精度向上
入力誤りにより、文字間に貼り付けられてしまったと思われ

る。
記載誤りの修正。

③：現行システムでは

使用していない機能
反映する 修正 共有 本内容について、誤植がありましたの

で修正しております。

賛成 異論ございません。 － － WTで頂いていた資料では誤植を確認で

きなかったため、回答を控えさせてい

ただきます

賛成 賛成 賛成 異論ございません

共有事項であり、概ね賛成のため、誤植に

ついて修正いたします。

個人住民税 0100748

⑤：機能分類変更（標

準オプション/実装不可

→実装必須）

①：新規意見 特定親族特別控除対象者の関連付けを行い、世帯の管理（設定・保持・修正）ができること。 — ⑦：業務効率化

機能ID0100752において自動否認機能を実装必須としてい

る。当該機能を確実に実行するためには、機能ID100748の世

帯管理における特定親族特別控除対象者の関連付け機能につ

いても実装必須とすべき。

世帯管理機能で関連付けしている被扶養者（特定親族特別控

除対象者含む）の所得情報等を基に、自動否認が行われる場

合は、関係帳票にて結果確認等を行う。

③：現行システムでは

使用していない機能
要検討 要検討 意見照会

本機能の実装必須機能への変更につい

て、ご意見をお願いいたします。

①賛成

②反対

賛成 賛成 被扶養者及び特定親族特別控除対象者

は個人特定し管理する運用を予定して

いるため。

賛成 業務の効率化が期待できるため。 賛成 賛成 賛成 自動否認機能を実装必須としているな

ら必要だと考える

賛成 賛成 賛成 特になし 賛成 賛成 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

賛成 ご意見の根拠にあるとおり、否認機能

が実装必須である以上、特定親族特別

控除対象者の関連付けも実装必須にな

ると考える。

（機能ID：0100752を実装するために

は、機能ID：100748も実装する必要が

る）

賛成 賛成 賛成 関連付けが必要であるという意味で賛

成と回答しました。

反対 標準オプション機能で問題ないと考え

ます。

概ね賛成のため、実装必須機能への変更い

たします。

個人住民税 — ①：要件追加 ①：新規意見 —

扶養者が記載している「特定親族の合計所得」と「特定親族の賦課データにある合計

所得」のうち高い方を優先し、扶養否認の処理と合わせて、特定親族特別控除額の区

分の自動判定も実施できること。

⑦：業務効率化
機能ID0100361の配偶者特別控除に係る機能と同様に、特定

親族特別控除に係る機能も追加すべき。

扶養者が記載している「特定親族の合計所得」と「特定親族

の賦課データにある合計所得」のうち高い方を優先し、扶養

否認の処理と合わせて、特定親族特別控除額の区分の自動判

定も実施される場合は、関係帳票にて結果確認等を行う。

③：現行システムでは

使用していない機能
反映する 追加 意見照会

特定親族特別控除額の区分の自動判定

機能を実装必須機能（※）（機能

ID0100781）として追加する方針につ

いて、ご意見をお願いいたします。

①賛成

②反対

＜機能ID0100361の下に追加を想定＞

扶養者が記載している「特定親族の合

計所得」と「特定親族の賦課データに

ある合計所得」のうち高い方を優先

し、扶養否認の処理と合わせて、特定

親族特別控除額の区分の自動判定も実

施できること。

賛成 本機能は特定親族特別控除対象者の関

連付けが完了していることが前提とな

りますが、当初処理後に関連付けを行

う団体もあり、団体によって要否が異

なると思われるため、標準オプション

機能が適当ではないでしょうか。

賛成 配偶者特別控除に係る機能と同様に追

加すべき。

賛成 正確な処理につながるため。 賛成 賛成 賛成 配偶者特別控除では扶養者の賦課資料

を優先しているため、同様な扱いにし

てほしい。

賛成 賛成 賛成 特になし 賛成 賛成 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

賛成 「意見の根拠」のとおり。 賛成 反対 国税庁のHPにある令和７年分の所得税

等の確定申告書（案）には特定親族特

別控除額は欄がありますが、特定親族

の合計所得は欄がなく、課税資料上記

載されないため自動判定機能の実装は

困難であると考えます。

反対 全てを自動化ではなく、チェックした

結果を手動対応することの考慮も必要

と判断したため。オプションとすべき

特定扶養親族は住登外であるケースも

多いため、自動判定は必須とすると管

理が煩雑となる。

反対 実際にどちらが正しいか、は調査する

必要があると考えますので自動判定は

過剰要件だと思います。

概ね賛成のため、特定親族特別控除額の区

分の自動判定機能を標準オプション機能と

して追加いたします。

個人住民税 0100589 ①：要件追加 ①：新規意見 普通徴収納税通知書の発送日に納期限を経過している期割の納付書は、一括発行の対象外となること。

普通徴収納税通知書の発送日に納期限を経過している期割の納付書は、一括発行の対

象外となること。

【以下を追加】なお賦課更正（税システム入力）時点で、「納付状況が一部または全

額未納」かつ「納期限を経過している期割に変更がある」場合はアラートが出るよう

にすること。

⑧：業務精度向上

一括発行対象外となること自体は問題ないのですが、この状

態では納税義務者は修正前の金額の納付書で納めることとな

り、修正後金額の納付書を得ることができないため。

当市は標準化移行済みの自治体ですが、標準化以前の税シス

テムでは、例月の課税資料入力時に「納期限を経過している

期割に変更があり、かつその期割の納付状況が一部または全

額未納」の場合、「未納の納期到来済みの期に変更が発生し

ました」というアラートが出るようになっていました。こち

らを目印に即時処理し、滞納部門にて変更後金額の納付書を

発行したうえで通知書を発送していたため。

納税義務者は、確定申告の訂正等による減額を見越して当初

に発送している納付書を使用されず、変更後の納付書が届く

のを待っているケースがあります。当初納付書（変更前の納

付書）の使用をお願いする運用だと、還付手続きが発生し事

務煩雑につながることから、システム使用者（市職員）が賦

課更正時に最新の納付書の発行が必要である旨を気付くこと

のできる仕組みを希望します。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している機能

要検討 追加 意見照会

普通徴収納税通知書の納付状況、納期

限に関するアラート機能を標準オプ

ション機能（機能ID0100782）として

追加する方針について、ご意見をお願

いいたします。

①賛成

②反対

＜機能ID0100589の下に追加を想定＞

賦課更正（税システム入力）時点で、

「納付状況が一部または全額未納」か

つ「納期限を経過している期割に変更

がある」場合はアラートが出るように

すること。

反対 納期限までの納付が原則であり、当市

では同様の対応を実施していないた

め。

賛成 別途納付書の発行が必要である旨を気

付くことのできる仕組みが必要なた

め。

賛成 事務の正確性が向上する可能性がある

ため。

賛成 賛成 反対 現状はアラートは出ていない。減更生

の場合納期限を経過している期割に変

更がかかることは多々あるためアラー

トを出さなくても良いと考えている。

賛成 賛成 賛成 特になし 賛成 賛成 異論ございません。 賛成 標準オプション機能としての追加であ

れば賛成。

賛成 賛成 現行機能ではないため、標準オプショ

ン機能としての追加であれば問題あり

ません。

実装必須機能となるのであれば反対と

なります。

賛成 反対 「納付状況が一部または全額未納」

は、第1期納期限前の更正はほぼすべて

アラート対象になると思います。煩雑

なアラートを表示すると逆に重要なア

ラートの見逃しにつながると考えま

す。

意見にばらつきはありますが、標準オプ

ション機能であれば問題ないという意見も

あるため、普通徴収納税通知書の納付状

況、納期限に関するアラート機能を標準オ

プション機能として追加いたします。

個人住民税 0100420 ①：要件追加 ①：新規意見

各種調査の調査結果を管理（設定・保持・修正）できること。

＜各種調査＞

【対象：納税義務者】

・本人特定のための調査

・被扶養、同一生計配偶者及び所得金額調整控除対象扶養親族等の特定のための調査

・課税対象者、被扶養者、同一生計配偶者及び所得金額調整控除対象扶養親族等の障害情報の確認のための調査

【対象：被扶養者、同一生計配偶者及び所得金額調整控除対象扶養親族等】

・所得の確認のための調査

・障害情報の確認のための調査

【対象：特別徴収義務者】

・課税対象者特定のための調査

・被扶養、同一生計配偶者及び所得金額調整控除対象扶養親族等の特定のための調査

・被扶養、同一生計配偶者及び所得金額調整控除対象扶養親族等の所得の確認のための調査

・課税対象者、被扶養者、同一生計配偶者及び所得金額調整控除対象扶養親族等の障害情報の確認のための調査

【対象：他団体】

・被扶養、同一生計配偶者及び所得金額調整控除対象扶養親族等の所得の確認のための調査（被扶養者が管外の居住者

の場合）

・被扶養、同一生計配偶者及び所得金額調整控除対象扶養親族等の障害情報の確認のための調査（被扶養者が管外の居

住者の場合）

・情報提供ネットワークシステムで照会し、その結果を取り込み、管理（設定・保持・修正）できること。

【対象：法定調書調査】

・法定調書の内、個人が特定できなかったものの調査

【追加例】

注：上記調査には「特定親族特別控除対象特定親族」の特定及び所得の確認のための

調査を含む。（ただし当該特定親族に係る障害情報の確認のための調査は含まな

い。）

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準

拠・外部機関（eLTAX

等）への対応

機能要件ID0100752（2.2.1）の記載からは「被扶養者」には

「特定親族特別控除の対象者である特定親族」を含むようだ

が、「特定親族特別控除の対象者である特定親族」は税法上

「扶養親族」ではないことが条件（納税者への各種通知文書

レイアウト上も「所得控除」項目であって「扶養親族」人数

項目ではない）。機能ID0100420に「特定親族特別控除の対

象者である特定親族」の特定や所得に関する調査を含むこと

を明確化しない場合は、扶養親族調査や控除対象配偶者調査

とは異なり調査不可能となる恐れがあるため。

必要に応じて「特定親族特別控除の対象者である特定親族」

の特定や所得に関する調査を各種調査先に対して行う。或い

は、必要に応じて被扶養者の特定や所得に関する調査を行っ

た結果、扶養親族ではない特定親族についての回答が寄せら

れることがある。

③：現行システムでは

使用していない機能
反映する 修正 意見照会

実装必須機能（※）であり、記載変更

による影響が小さいため、「特定親族

特別控除対象特定親族」に対する調査

も含めるよう記載を見直す方針につい

て、ご意見をお願いいたします。

①賛成

②反対

＜機能ID0100420の要件に追加する想

定＞

なお、上記調査には「特定親族特別控

除対象特定親族」の特定及び所得の確

認のための調査を含む。（ただし当該

特定親族に係る障害情報の確認のため

の調査は含まない。）

賛成 賛成 「特定親族特別控除対象特定親族」に

対する調査も必要なため。

賛成 調査の可能性があるため。 賛成 賛成 賛成 「特定親族特別控除の対象者である特

定親族」の特定や所得に関する調査を

行う予定があるため

賛成 賛成 賛成 特になし 賛成 賛成 異論ございません。 賛成 「意見の根拠」のとおり。 賛成 反対 特定親族特別控除対象特定親族」の特

定及び所得の確認のための調査につい

て、具体的な内容や運用が不明なため

現時点では判断不可であり賛成とする

ことは難しいです。

賛成 反対 特定親族特別控除対象特定親族は所得

が一定金額以上ある対象ですので、所

得調査は調査票ではなく賦課資料が届

いている対象、もしくは他市への照会

（中間サーバ経由含む）ではないで

しょうか。確認の結果否認するか是認

するかで申告者本人の納税義務者の更

生がはいるので個別の調査結果管理は

不要と考えます。

本記載を追記した場合でも、具体的な方法

までは定めていないため、具体の調査方法

には影響しないと考えます。また、実装必

須機能（※）とし、当面は標準オプション

機能となるため、本記載を追記いたしま

す。

なお、「ただし~」以降の内容は、自治体

の判断で情報を取得しないまたは管理しな

い等協議する内容のため、記載しない方針

といたします。

個人住民税 0100748

⑤：機能分類変更（標

準オプション/実装不可

→実装必須）

①：新規意見
機能要件：特定親族特別控除対象者の関連付けを行い、世帯の管理（設定・保持・修正）ができること。

実装区分：標準オプション機能

機能要件：同左

実装区分：実装必須機能
⑦：業務効率化

機能ID0100034扶養更新エラーリストにおいて実装必須出力

条件とされている「特定親族特別控除の重複」を出力するた

め

令和8年1月1日施行、地方税法施行令第7条の3の4、第7条の3

の5、第46条の4、第46条の5

世帯情報をもとに「特定親族特別控除の重複」を出力し、法

令の基準に照らしていずれの納税義務者の特定親族とするか

を確認するため

③：現行システムでは

使用していない機能
要検討 要検討 意見照会

本機能の実装必須機能への変更につい

て、ご意見をお願いいたします。

①賛成

②反対

賛成 賛成 被扶養者及び特定親族特別控除対象者

は個人特定し管理する運用を予定して

いるため。

賛成 特定親族特別控除の重複確認機会の増

加が見込まれるため。

賛成 賛成 賛成 特定親族特別控除の重複を出力するた

めには必要と考える

賛成 賛成 賛成 特になし 賛成 反対 市町村の実務に関する事項のため、回

答を控えます。

賛成 「意見の根拠」のとおり。 賛成 賛成 賛成 関連付けが必要であるという意味で賛

成と回答しました。

反対 過剰要件と考えます。

概ね賛成のため、実装必須機能への変更い

たします。

WT構成員（A市）ご回答欄

業務
（選択肢から選択）

機能ID 意見の分類
（選択肢から選択）

新規意見区分
（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定 現行システム区分
（選択肢から選択）

対応方針 WT構成員（B市）ご回答欄 WT構成員（C市）ご回答欄 WT構成員（D市）ご回答欄 WT構成員（E市）ご回答欄 WT構成員（F市）ご回答欄 WT構成員（G市）ご回答欄 WT構成員（H市）ご回答欄 WT構成員（I市）ご回答欄 WT構成員（J市）ご回答欄 WT構成員（K市）ご回答欄 WT構成員（Q市）ご回答欄 WT構成員（R市）ご回答欄 WT構成員（S市）ご回答欄

対応方針

WT構成員（L市）ご回答欄 WT構成員（M市）ご回答欄 WT構成員（N市）ご回答欄 WT構成員（O市）ご回答欄 WT構成員（P市）ご回答欄


